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衆
議
院
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員
城
井
崇
君
提
出
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
の
所
有
者
等
に
関
す
る
措
置
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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お
尋
ね
の
「
空
き
家
の
活
用
に
ど
の
程
度
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る
か
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指

摘
の
「
固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例
の
解
除
」
や
、
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第

百
二
十
七
号
）
第
三
章
に
規
定
す
る
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
係
る
措
置
を
通
じ
、
空
家
等
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
空
家
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
な
管
理
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
良
質
な
住
宅
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
の
空

家
等
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
空
家
等
の
活
用
の
拡
大
に
も
一
定
程
度
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
固
定
資
産
税
の
住
宅
用
地
特
例
の
解
除
」
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
五
条
に
規
定
す
る
空
家
等
の
所
有

者
等
に
お
い
て
、
税
負
担
の
増
加
を
避
け
る
た
め
、
空
家
等
の
適
切
な
管
理
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る

も
の
と
考
え
て
お
り
、
空
家
等
の
活
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
方
策
で
あ
る
と
の
不
動
産
業
者
の
意
見
も
聞
い
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。 


